
一般社団法人北海道保険医会 選挙規則 

 

第１章 役員選挙 

 

第 1条 定款第 27条に基づく役員の選出は、この規定の定めるところによる。 

第 2条 役員の選任は、改選年の定時代議員総会において行う。 

（選任、選出の選挙期日等の決定） 

第 3 条 役員等の選任、選出を行うときは、会長は、理事会の決議を経て選挙の期日を決定

し、その期日の 30日前までに選任、選出する役員等の種類及びその数、投票の日時

及び場所並びに立候補届出締切日時を決定するものとする。 

 

第１節 選挙管理委員会 

（選挙管理委員会の構成） 

第 4 条 会長は、前条の決定と同時に選挙管理委員若干名を指名するものとする。ただし、

役員及び候補者は、選挙管理委員となることができない。 

第 5 条 選挙管理委員は、選挙管理委員会を組織し、互選により委員長 1 名及び副委員長 1

名を選出する。 

（選挙管理委員会の任務） 

第 6条 選挙管理委員会は、選挙に関する一切の事務を管理し、第 22条に規定する業務終了

後解散する。 

（選任、選出の選挙期日の告示） 

第 7 条 選挙管理委員会は、第 3 条に規定する決定に基づき、選任、選出のための選挙期日

の 30日前までに告示し、会員に通知しなければならない。 

 

第 2節 選挙 

（立候補の届出及び辞退） 

第 8 条 立候補は、本人の届出又は会員の推薦届出によるものとする。ただし、被推薦者の

同意を得なければならない。 

第 9条 立候補しようとする会員及び立候補者を推薦しようとする会員は、選挙の期日の 20

日前の午後 5時までに選挙管理委員長に届け出なければならない。 

2 候補者が立候補を辞退する場合は、選挙管理委員長に立候補辞退の届出をしなければ

ならない。ただし、候補者が立候補を辞退することができるのは、前項に規定する立

候補届出期間内に限るものとする。 

第 10条 前 2条の届出は、立候補届（様式第 1）又は立候補推薦届（様式第 2）及び立候補

辞退届（様式第 4）によるものとする。ただし、郵送による場合は届出期限前必着と

する。 

（候補者名簿の作成） 

第 11条 選挙管理委員会は、抽選により順位を定め、候補者一覧表を作成し、議長に提出す

るとともに、これを選挙の期日の 10日前までに代議員に通知し、選挙当日投票場に

告示しなければならない。 



（選挙立会人及び開票管理人） 

第 12条 選挙管理委員長は、選挙当日議長に諮り、出席代議員の中から選挙立会人及び開票

管理人若干名を指名する。 

（投票） 

第 13条 投票用紙の様式は、選挙管理委員会が定める。 

第 14条 投票は、1人 1票で無記名とし、その選任、選出の定数に応じ単記又は半数完全連

記とする。ただし、定数が奇数のときは、切り上げるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、副会長候補者の投票は完全連記とする。 

3 10名以上連記の投票は、記号又はそれに準ずる方法によることができる。 

（投票の効力） 

第 15条 次の投票は、これを無効とする。 

（1）選挙管理委員会が定めた用紙を用いないもの。 

（2）候補者でない者の氏名を記載したもの。 

（3）候補者の氏名を確認し難いもの。 

（4）前条の規定による投票定数に満たない記載又は投票定数を超える記載のもの。 

第 16条 投票の効力は、選挙立会人及び開票管理人の意見を聞き、選挙管理委員会がこれを

決定しなければならない。 

第 17条 投票の結果、有効投票の多数を得た候補者を当選者とする。ただし、得票が同数の

場合は、抽選により当選者を決める。 

第 18条 前条の規定にかかわらず、会長候補者選任の場合は、投票総数の過半数の票を得た

候補者を当選者とする。ただし、過半数に達しない場合は、上位から２名につき繰

返し投票を行う。 

第 19条 第 17条乃至前条の規定にかかわらず，候補者の数が定数を超えないときは、議長

権限により代議員総会の決議を経て、候補者をもって当選者とすることができる。 

（議長への報告） 

第 20条 選挙管理委員長は、投票総数、有効投票数及び候補者の得票数を議長に報告し、議

長はこれを、その代議員総会に報告しなければならない。 

（異議の申し立て） 

第 21条 選任、選出の効力に関して異議がある選挙人又は候補者は、選任、選出の日から 14

日以内に選挙管理委員会に対して異議の申し立てをすることができる。 

（当選者の繰上補充） 

第 22条 選任、選出の日から 30日以内に限り当選者が辞任又は死亡したときは、得票数の

次位の者を順次繰上当選者とすることができる。 

（選挙の執行） 

第 23 条 代議員総会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告し議場を閉鎖する。 

2 議長は、投票を行うときは、投票用紙を交付し、投票の終ったときは、投票もれの有

無を確かめなければならない。 

（会長への報告） 

第 24条 議長は、第 20条に規定する報告を受けたときは、代議員総会の承認を得て、その

結果を会長に報告しなければならない。 

 



第２章 代議員及び予備代議員選出 

（代議員及び予備代議員の選出） 

第 25条 定款第 15条に規定する本会代議員及び予備代議員については、理事会において定

める各ブロックにおいて選出する。 

2 代議員の数は概ね会員 50 人に 1 人以上とし、出来るだけ多くの会員及び各支部の会

員の意見が反映されるよう努める。 

2 会長は，各ブロックの管理者を指名する。 

3 会長は、代議員及び予備代議員の選出に関する状況の報告を、いつでもブロック管理

者に対して求めることができる。 

4 第 1項の選出が本章の定めるところにより適正に行われるよう、会長は必要と思料す

る処置の実施を、いつでもブロック管理者に対して求めることができる。 

（代議員及び予備代議員の定数） 

第 26 条 定款第 15 条 2 項により理事会が定める各ブロックから選出される代議員の数は，

改選年の前年の 9月 1日現在の各ブロックの会員数を基準とする。 

     ただし、本会設立後に行う第 1回目の代議員選挙については、この限りでない。 

第 27条 代議員及び予備代議員の選出は、改選の年の 4月に行い、ブロック管理者は、その

氏名を速やかに会長に報告しなければならない。 

ただし、本会設立後に行う第 1回目の代議員選挙については、この限りでない。 

第 28条 代議員の数は、各ブロック会員の増減にかかわらず、任期満了による改選の時期ま

では、これを変更しないものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

1 この選挙規則は、本会成立の日から施行する。 

2 令和 2年 7月 28日一部改正 

 

 

ブロック別対象地区 

ブロック名 対象地区 

札幌ブロック 札幌支部 

道南ブロック 

函館地区支部、小樽・後志支部、千歳支部、恵庭支部、北広島支部、石狩

支部、羊蹄地区、寿都地区、岩内古宇郡地区、室蘭地区、胆振西部地区、

石狩地区（歯科）、後志地区（歯科） 

道北ブロック 

岩見沢支部、留萌支部、上川北部支部、三笠支部、旭川地区支部、富良野

地区支部、空知南部地区、夕張市地区、美唄市地区、空知地区、滝川市地

区、赤平市地区、芦別市地区、深川市地区、宗谷地区、空知地区（歯科）、

上川地区（歯科）、宗谷地区（歯科） 

道東ブロック 
苫小牧支部、日高支部、帯広・十勝支部、釧根地区支部、オホーツク支

部、胆振地区（歯科） 

 


